
　

離職票－１ →

離職票－２

ハローワーク福岡南　雇用保険給付課
〒 ８１６－８５７７ 福岡県春日市春日公園３－２
ＴＥＬ：０９２－５１３－８６０９ 部門コード：１１＃

管轄区域

福岡市南区（那の川１～２丁目を除く）
春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、那珂川市

6．

他の地域にお住まいの方は、お住まいを管轄するハローワー
クにおいでください。

3．

5．

マイナンバーカード（マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の①個人番号及び

　　　　　　　　　　②身元（実在）確認書類をお持ちください。）

①個人番号確認書類（いずれか１種類）

　通知カード、個人番号の記載のある住民票（住民票記載事項証明書）

②身元（実在）確認書類（(1)のうちいずれか１種類。(1)の書類をお持ちでない方は、

写真２枚（最近の写真、正面上半身、タテ３．０cm × ヨコ２．５cm。）

手続きにあたってのお願い

1．

2．

雇用保険の受給を希望されるみなさまへ

雇用保険の求職者給付を受給するには、みなさまの住所を管轄するハロー
ワークにおいて、ご自身で手続きを行っていただくことが必要になります。

ハローワークの開庁時間は、月曜日～金曜日の８時３０分～１７時１５分と
なっています（祝日・年末年始は閉庁）。手続きには１時間程度かかります
ので、１６時までにご来所ください。なお、お昼前後は待ち時間が長くなる可
能性がありますのであらかじめご了承ください。

4．

Ｒ4.8

 (1)運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書（写真付き）など

船員であった方は、船員保険失業保険証および船員手帳

氏名や口座番号などを記入してください。ただし、個人番号欄は、

ハローワークに来所してから、窓口でご本人様が記載してください。

下記３の書類を必ず持参してください。

１枚は離職票－２にある写真貼付欄に貼付してください。

  ※本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとにマイナンバーカードを提示する場合

    には顔写真を省略することが可能です。

本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

（インターネットバンク・外資系金融機関以外のもの）

　　　　　　　　　　　　(2)のうち異なる２種類（コピー不可））

 (2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など

※  離職票が届かない場合は、退職日翌日から12日目以降は仮受付可能です。


